
第075号 鈴鹿市ものづくり産業支援センター 令和3年6月３０日（水曜日）発行

ベーシック研修は新規採用従業員および入社後間もない従業員の方を対象に「現場で役立つものづくりの心得

」と「ものづくりの基礎知識」について講義とグループ活動を通じて習得する研修です。

今年度は新型コロナウイルス感染症対策として、１８人

に限定して実施をさせていただきました。募集人員を超え

てから申込みいただいた企業様については、企業様に講師

を派遣させていただき、出前でベーシック研修を実施しま

した。

受講生にはプログラムごとに５段階で理解度を記入して

いただくアンケートに回答いただきましたので、紹介させ

ていただきます。各プログラムで「５」、「４」が７割～

８割を占め、研修の内容を理解していただけたと思います。

令和３年度 ベーシック研修を開催しました

・最初は不安な気持ちでいっぱいだったが、時間が経つにつれて打ち解けることができ、良いグループ

活動ができた。

・自分の知らない単語など仕事中に見た工程の意味などにも気付くことができた。

・講義だけでなく、実際にグループワークを通して活動できたことで理解しやすかった。また、体験談

を交えながら講義をしていただき、とても分かりやすかった。

・初対面の人とのグループ活動はとても良い経験をすることができたと思う。これからも取り入れてほ

しい。

・１コマ１コマ良い時間配分だったと思う。楽しくできた講習もあったので良かった。

・今回の研修を受けてみて、いかに報・連・相が大切かということが分かった。講師の方々の授業もと

ても分かりやすくスムーズに内容が入ってきた。また、オアシス、３Ｓ、トレサビリティなどを心に刻

んでこれからの仕事を頑張っていきたい。

受講者の声
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先輩の言葉

講義「仕事のやりがい」

講義「ものづくりのルール②」

Ｇｒ活動「社会人・企業人としての心構え」

講義「ものづくりのルール①」

講義「仕事を確実に」

Ｇｒ活動「ものづくりＧＰ」

講義「現場で役立つものづくりの心得」

開講式・オリエンテーション
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プログラム別理解度 ▲今年度のベーシック研修の様子



TEL： 059-382-7011  FAX： 059-384-0868

E-mail：sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

【発行】鈴鹿市 産業振興部 産業政策課ものづくり産業支援センター

〒513-8701 鈴鹿市神戸一丁目１８番１８号（別館第三）

対 象 現場のリーダークラスを対象にした研修です。

特 徴 抱えている悩みや問題、困り事から脱出する知恵を学べます。

仲間と上手く仕事をする技を学べます。

小人数で座学と演習から学べます。

と き

同じ内容を１日に２回、原則火曜日に実施します。

午前：９時３０分～１１時３０分 午後：１時３０分～３時３０分

ところ ものづくり産業支援センター会議室（市役所別館第3 2階）

定 員 各講座５人（先着順）

内 容 安全：「安全は全てに優先する」、「職場の不安全個所と不安全作業をなくそう」

品質：「品質管理の必要性と方法」、「品質改善の取り組み」、「品質を守る仕組みと改善の進め方」

「再発させない仕掛け」

生産：「毎日の生産を乗り切るために」、「突発受注品の対応方法」、「中小企業における生産管理

について」

製造：「製造管理とは」、「人の環/連携の取り方、品質の作り込み」、「不良を出さない仕掛け」、

「再発防止の確実なやり方」など

申込み 産業政策課ものづくり産業支援センターへお問い合わせください。

令和３年度 「選択講座研修」受講者を募集します

市では地域の市道など、市管理地を清掃していただくボランティア活動を対象に、ごみ袋の配布と清掃後の
ごみの回収を支援しています。企業の皆様がＣＳＲの一環として実施される場合も対象で、企業の皆様への支援
件数も、次のとおり徐々に増加しています。

問い合わせ：鈴鹿市環境部廃棄物対策課 廃棄物対策グループ
TEL：059-382-7609     FAX：059-382-2214

年度 平成29年度 平成30年度 平成3１年度 令和２年度

支援依頼件数 4件 １９件 ３５件 ４０件

既にボランティア活動を行っていただいている場合や、この支援を活用して新たにボラ

ンティア清掃活動を始めたい企業の皆様は、お気軽にお問い合わせください。

【依頼方法】

回収希望日の１週間前までに「回収依頼書」と「回収場所の地図」を廃棄物対策課または地区市民センターに

提出してください。また、依頼書１枚の提出で年度間を通じた複数の依頼も可能です。

【注意事項】

・事業活動に伴う廃棄物は事業者の責任で処理をお願いします。

・ごみ袋は、事業系ごみや家庭ごみを出すときには使用できません。

・ごみの回収は原則月曜日に行います。申し込み多数の場合は、回収日が火曜日以降になる場合があります。

企業のボランティア清掃活動を支援します

講座 前期 後期

安全 7月6日、13日 11月9日、16日

品質 7月20日、27日、8月3日、17日 11月30日、12月7日、14日、21日

生産 8月24日、31日、9月7日 1月11日、18日、25日

製造 9月14日、21日、28日、10月5日 2月1日、8日、15日、22日


